
医療法（昭和２３年法律第２０５号）（抄） 

（無床診療所の構造設備基準に関する関係法令） 

 

（開設許可） 

第七条  

４ 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別

区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、そ

の申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一

条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十

一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合する

ときは、前三項の許可を与えなければならない。  

 

（清潔保持等） 

第二十条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものと

し、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認め

られるようなものでなければならない。  

 

（病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準）  

第二十一条 病院は、厚生労働省令（第一号に掲げる従業者（医

師及び歯科医師を除く。）及び第十二号に掲げる施設にあつて

は、都道府県の条例）の定めるところにより、次に掲げる人

員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならな

い。（略） 

２ 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令（第一号に掲げる

従業者（医師及び歯科医師を除く。）及び第三号に掲げる施設

にあつては、都道府県の条例）の定めるところにより、次に

掲げる人員及び施設を有しなければならない。（略） 

 

（厚生労働省令への委任等） 

第二十三条  前三条に定めるもののほか、病院、診療所又は助

産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、

避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚

生労働省令で定める。   



医療法施行規則（昭和２３年省令第５０号）（抄） 

（無床診療所の構造設備基準に関する関係法令） 

 

（病院、診療所の構造設備の基準）  

第十六条  法第二十三条第一項  の規定による病院又は診療所

の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第九号及

び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しな

い診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有す

る診療所（療養病床を有する診療所を除く。）には適用しない。  

一 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する

構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることと

し、放射線に関する構造設備については、第四章に定めると

ころによること。 

十五 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けるこ

と。  

十六 消火用の機械又は器具を備えること。   

２ 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基

準については、建築基準法  の規定に基づく政令の定めるとこ

ろによる。 
 

 




